

神奈川韓国商工会議所
KOREAN CHAMBER of COMMERCE & INDUSTRY IN KANAGAWA JAPAN
   　　　
　　　
令和７年分 所得税 消費税 確定申告 相談受付案内
　　
　　
[bookmark: _GoBack]　時下新春之候　当商工会議所では下記要領にて、令和7(2025)年分の所得税(及び消費税)の確定申告の相談受付を実施いたします。　税務申告相談にあたっては、収入と経費に関する資料が必要です。　下記の必要書類をご準備の上、おこしください。　
　　　
記
　　　
	 県央大和地区　２月９日(月) 9:30～12:00　於・大和韓国会館にて
　　　　　　　　　　（大和市中央5丁目2-24・℡ 046-244-3663・大和韓国会館 民団大和支部）

	 南 武 地 区　２月１２日(木) 9:30～12:00　於・南武韓国会館にて
　　　　　　　　　　（川崎市中原区新丸子東2丁目976-4・℡ 044-411-6611･南武韓国会館3F）

	 川 崎 地 区　２月１３日(金) 9:30～12:00・13:00～17:00　
　　　　　　　 　２月２０日(金) 13:00～17:00（午後のみ）
　　 　　　　　　於・川崎民団コミュニティセンタ－(旧川崎韓商事務所)にて
　　　　　　　　　　（川崎市川崎区浜町4丁目2-1民団川崎支部建物）

	 横浜・其他地区　２月１０日(火)～３月５日(木) 10:00～16:00　
　　　　　　　　　　　　※土日祝祭日は休みです。　※予約(日時指定)制です。
 於：神奈川韓国商工会議所にて（横浜市中区若葉町3丁目43-4神韓商会館５階・℡ 045-261-2525）



●ご持参いただく必要書類：　
	◆収入と支出の資料（売上と経費を集計して来て下さい。）帳簿、領収証や請求書、通帳。
　　　
◆適格請求書発行事業者登録をされた方はインボイス番号が必要です。（消費税申告）

◆年金受給者は、源泉公的年金の源泉徴収票のハガキを必ず持参してください
　　　　
◆予定納税や消費税、事業税を払った方はその納付書控や通知書を必ず持参してください。
　　　　
◇税務署から郵送されてきた書類が有る場合は必ず持参してください。
　（所得税・消費税の申告用紙・納付書・通知書など税金関係書類）
　　　
・国民健康保険、国民年金の支払を証明するもの（控除証明書・通知書・通帳）
・生命保険、地震保険の控除証明書（長期損害保険を含む）
・医療費(年間合計10万円以上の場合)の医療費通知書・集計した計算書・または領収証
・本人とご家族に給与所得のある方は、各人の源泉徴収票（アルバイト･パートを含む）
・ふるさと納税をされた方は、寄付金受領証明書　
・住宅控除の必要書類（住宅ローン年末残高証明書など）
◇はじめて来る方は、昨年までの確定申告の控えを持参してください。


　
　■【横浜市中区の県韓商事務局へお越しの方】受付日時の指定が無い方、または、はじめてお越しになる方は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必ず事前にご連絡をお願いします。(電話045-261-2525)
　　　　　　　
　◆経費の分類例表や集計表は、神奈川韓商のウェブサイト（https://www.kanagawakcci.org/）の
税務コーナーにてご参照及びダウンロードができます。（ハングル版もございます。）　

	　相続・譲渡・贈与・土地建物や株式などの売買があった方や、特別なご事情の
　ご相談がある方は、事前にご連絡ください。ご来会日時を調整させていただきます。


　　　
担当顧問税理士：李富鉄税理士・松田勉税理士・趙(玉川)英斌税理士　
　　　　
不明・お尋ねの点、日程変更が必要な場合がございましたら事務局までお問い合わせ下さい。
　
　
神奈川韓国商工会議所　会　長　　河　泳　達　
所得税 消費税 確定申告 相談受付案内
《소득세 및 소비세 확정신고상담 개최안내》
    
　가나가와한국상공회의소에 있어서는 하기와 같이 소득세(및 소비세)확정신고 상담회를 개최합니다.
  세무신고에 있어서는 여러분의 사업내용,작년의 수입과 경비의 자료가 필요합니다.
　필히 하기의 필요서류를 준비하시다가 상공회의소로 오십시오.
      
◆기간　2026년 ２월１０일～ ３월５일 10:00～16:00（토요일/일요일 및 공휴일을 제외）
◆장소　가나가와한국상공회의소(神奈川韓国商工会議所)
　　　　　（요코하마시 나카구 와카바쵸 3-43-4 가나가와칸쇼회관 5층・전화 045-261-2525）
　　　
	　大和地区　２月９日(月)9:30～12:00　於・大和韓国会館にて
　【야마토】　（大和市中央5丁目2-24・℡ 046-244-3663・大和韓国会館 民団大和支部2F）

	　南武地区　２月１２日(木)9:30～12:00　於・南武韓国会館にて
　【남부】　　（川崎市中原区新丸子東2丁目976-4・℡ 044-411-6611･南武韓国会館3F）

	　川崎地区　２月１３日(金)9:30～17:00・２月２０日(金)13:00～17:00　於・旧川崎韓商事務所
　【가와사키】　（川崎市川崎区浜町4丁目2-1・川崎民団コミュニティセンター）


　　　　
◆필요서류：　
	・세무서가 발송한 소득세 또는 소비세의 신고서류、납입서.(그대로 갖여오십시오.)
・수입과 지출의 내용（매상과 경비의 장부、집계표・영수증과 청구서）
   
◆적각청구서발행사업자(適格請求書発行事業者)등록자는 소비세신고를 위하여
  인보이스번호(インボイス番号)가 필요합니다.
   
◆연금수급자(年金受給者)는 원천징수표(源泉徴収票) 엽서
   
◆예정납세(予定納税),사업세(事業税),소비세(消費税) 영수증,납부서,통지서
   
◆본인을 확인할수있는 사진이 있는 증명서(면허증,재류카드,마이넘버카드,여권）
・국민건강보험 및 후기고령자건강보험 및 개호보험、국민연금(연금기금)보험료의
  지불을 증명하는 영수증등(납부서 절편) 
・보험（생명보험・지진보험・장기상해보험）의 공제증명서（控除証明書）
・의료비（医療費・작년1년간에 합계10만엔이상의 경우)의 집계표 또는 영수증.
・본인과 가족에 월급,봉급의 원천징수표(源泉徴収票)（아르바이트 및 파트도 포함）
・후루사트납세（ふるさと納税）기부금수령증명서(寄付金受領証明書)원본（사본불가）
   
・처음으로 오시는 분은 작년의 세무신고서사본(前年分所得税確定申告書控)


　
☑예약제입니다. 처음으로 오시는 분은 반드시 미리 전화를 하여 날짜지정을 받아 주십시오.  
  (電話045-261-2525) 연락없이 오시는 분은 상담을 거절할겠습니다. 

☑본세무신고상담은 회원을 대상으로 실시합니다. 새로 오시는 분은 반드시 입회가 필요합니다. 
  무료상담소가 아닙니다. 

☑상속,양도,증여,주택공제,부동산매매 등이 있었던 분과 특수한 사정의 상담이 있으신 분은 
  미리 전화연락을 주십시오.
   
☑경비의 분류표,집계표는 WEBSITE(https://www.kanagawakcci.org/）에서 참조 및 다운로드를 
할수 있습니다.
    
                 가나가와한국상공회의소  회장  하 영 달  
                                   고문세리사  이 부 철 , 조 영 빈


◆集計表を準備していない方は以下の表に昨年1/1～12/31迄の売上と経費を記入してお持ちください。
　　　　　
	令和７(2025)年分
	金　　　　額
	　名前（이름）：    　　         

	売上
(매상)
	　　
	

	
	

	仕入・材料費
(재료비)
	
	
	交　通　費
(교통비)
	

	人　件　費
(인건비)
	
	
	電話通信費
(전화통신비)
	

	外　注　費
（외부위탁）
	
	
	広告宣伝費
(광고선전)
	

	賃　貸　料
(임대료)
	
	
	接待交際費
(교제접대)
	

	銀行利子
(은행이자)
	
	
	損害保険料
(보험료)
	

	租税公課(세금)
消費税・事業税・固定資産税
소비세  사업세  고정자산세
	
	
	修　繕　費
(수리비)
	

	運搬費・送料
（운반·발송）
	
	
	消　耗　品
(소모품)
	

	水道光熱費
電気（전기）
ガス（가스）
水道（수도）
	
	
	福利厚生
(복리후생)
	

	
	
	
	設　　　備
(설　비)
	

	
	　合計：　　　　　　　　　
	
	
	

	リ　ー　ス
(리스)
	
	
	新聞図書
(신문도서)
	

	車輌費用
(자동차관계)
	
	
	会　　　費
（회비）
	

	予定納税
(예정납세)
	１期：
２期：
合計：
	
	雑　　　費
(기타잡비)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




所得税確定申告記載必須事項(소득세확정신고기재필수사항)　令和７年分確定申告（令和８年受付）
●初めての方と変更がある方は、必ずご記入の上、お持ちください。
	名　前
이 름
	
	マイナンバー：

	
	
	インボイス番号：

	生年月日
생 일
	　　　　年　　　　月　　　　日（　　　才）
　　　년        월        일 (      살)
	性別
	男 ・ 女
남 / 여

	携帯電話
휴대전화
	
	障害者・老年者・　　
寡婦(　　)・(　　　)

	自宅자택
【申告住所】
	住所
주소
	
	電話전화
	

	店舗
점포
【申告住所】
	屋号
이름
	
	業種
업종
	

	
	住所
주소
	
	電話
전화
	

	配偶者
배우자
	有・無
있음/없음
	氏名이름
	
	年　 月　 日生(　 才)
년   월   일생(   살)
	収入　　　　万円
수십        만엔

	扶養家族
가족
	続柄
	氏  名
	備考
	生年月日
	年齢
	収入額
	源泉

	
	
	
	特・障・老
	年　 月　 日
	才
	　 　万円
	

	
	
	
	特・障・老
	年　 月　 日
	才
	　 　万円
	

	
	
	
	特・障・老
	年　 月　 日
	才
	　 　万円
	

	
	
	
	特・障・老
	年　 月　 日
	才
	　 　万円
	

	社会保険
年支払額
	国民健康保険
국민건강보험
	　　　　　　円
	後期高齢者医療
후기고령자의료
	　　　　　　　円

	
	介護保険
카이고보험
	　　　　　　円
	国民年金
국민연금
	　　　　　　　円

	年金収入
	種類
	収　入　額
	源泉額
	証明書・源泉徴収票が必要です

	有・無
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	給与収入
	有・無
	源泉徴収票が必要です。（徴収額無しの場合は内容がわかるもの）

	生命保険（有・無）
생명보험(있음/없음)  
	ふるさと納税
（有・無）
	左記の保険とふるさと納税の控除には、
控除証明書・寄付金受領証明書が必要です

	地震保険（有・無）
지진보험(있음/없음)
	
	

	医療費
병원비
	有・無
(있음/없음)
	10万円を越える場合が適用です。集計表又は領収証が必要です。

	消費税・予定納税・事業税税・固定資産税は、差し引けるので資料を忘れないでください


　　　　


　　　
〒231-0056神奈川県横浜市中区若葉町3丁目43-4神奈川韓商会館5階　TEL 045(261)2525　FAX 045(261)2529
https://www.kanagawakcci.org/   　　　　  　　　　　　　　　　　　　　   E-mail: kcck@d7.dion.ne.jp
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